
令和７年度(2025年度) 
北海道農薬指導士認定研修（一般研修） 

研 修 実 施 確 認 書 

【北海道農薬指導士の任務】※北海道農薬指導士認定事業実施要領第８ 

 
  北海道農薬指導士は、農薬販売業者、防除業者又はゴルフ場等事業者等並びにそ

の従業員（農薬指導士の認定を受けた者を除く）及び農薬使用者に対し農薬安全使用

に関する知識の普及及び法令等の遵守についての指導を行うものとする。 

　この場合において、次の１から７までに掲げる事項を十分留意するものとすること。 

１　農薬の特性に関する正しい知識 

２　病害虫及び雑草の防除等に関する正しい知識 

３　農薬使用に伴う人畜に対する危害及び被害の防止 

４　農薬取締法、その他農薬に関する法令の遵守 

５　道が作成した病害虫・雑草防除ガイド等の遵守 

６　農薬取締法第26条に規定する指定を受けた農薬に関する安全使用 

７　その他必要な事項

 
　講義動画を視聴後、次の項目を確認の上、チェック欄に✔を入れ、又は数字を記入して

ください。 

項　　　　　　　目 チェック欄

○ 上記「北海道農薬指導士の任務」を確認しました。

○ 講義動画「農薬取締法と農薬の安全・適正使用について」を視聴し、

内容を理解しました。

○ 講義動画中に表示される「視聴確認コード」（４桁の数字）を記入し

てください。

 

　私は、認定研修の内容を理解し、北海道農薬指導士としての任務を果たし

ますので、その証として次のとおり自署します。 

 

令和８年(2026年)　  月　  日　 

　申請者（自署） 

 

　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


